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gizi  平成２８年第１０回五戸町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２８年９月９日（金）午前９時 30分から 10時 20分まで 

２．開催場所 五戸町役場 ３階 第１・２委員会室 

３．出席委員 （２２人） 

   会 長 三 浦 房 雄 君    会長職務代理者川﨑 良 巳 君 

３ 番 中川原 隆 雄 君    ４ 番 佐々木 克 文 君 

５ 番 時 田  宏  君    ６ 番 上 山 和 男 君 

７ 番 久 保 隆 藏 君    ８ 番 鈴 木 勝 利 君 

９ 番 中川原 一 義 君    １０番 中 里 光 朋 君 

１１番 岩 井 壽美雄 君    １２番 鳥谷部 孝 雄 君 

   １３番  三 浦 亮 一 君        １４番 豊 川 敏 雄 君 

 １５番 柏 田 雅 俊 君    １６番 佐々木 一 榮 君 

 １７番  大 沢 トモ子 君    １８番 北 村  勉  君 

   １９番 沢 田 良 一 君    ２０番 浦屋敷 節 男 君 

   ２１番 鈴 木 幸 雄 君    ２２番 鳥谷部 甚一郎 君 

４．欠席委員 （１人）    

   ２３番 森 田 英里子 君 

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 業務報告 

第３ 議案第４４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４５号  農地法第３条２項第５号の規定に基づく別段面積 

        の設定について 

議案第４６号  五戸町農用地利用集積計画の決定について 

議案第４８号  荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について 

   

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長           齊 藤 武 美 君 

   事務局次長・総務班長事務取扱 赤 坂 真 弓 君 

   主  幹           黒 沢 満 尋 君 

   主  幹           早 狩 千 春 君 

７．会議の概要 

事務局（齊藤） ただ今から平成２８年第１０回総会を開会いたします｡ 

         はじめに､会長より御挨拶をお願い致します｡ 
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事務局長（齊藤） 議案第４７号について、担当者から説明があります。 

 

事務局（黒沢） 国の農地移動適正化あっせん事業実施要領等の一部改正があ

ったために、五戸町農地移動適正化あっせん基準の改正が必要とな

り、三八地区県民局指導調整課担当者と協議いたしました。担当者

が県庁構造政策課へ確認したところ、構造政策課からはこれから県

において、農業経営基盤強化促進法の改正の改革を行う予定であり、

その手続きが完了後にあっせん基準の改正を市町村へ指示するとい

う回答が得られましたので、今回はまだ改正しないことを報告いた

します。 

 

議 長（三浦房） ただ今の説明について、質疑ありませんか。 

 

３番（中川原隆） 取下げをしたということですか。 

 

事務局（黒沢）  協議のうえの段階では、取下げです。 

 

３番（中川原隆） 今の案件について、取下げたのですか。 

 

事務局（黒沢）  今の理由で取下げしました。 

 

３番（中川原隆） 取下げの告示はしましたか。 

 

事務局（赤坂）  農業会議にも確認して、総会で報告すれば良いとのことで

した。 

 

議 長（三浦房） 他にありませんか。 

 

         （質問なしの声） 

 

会 長（三浦房） 本日は､大変お忙しいところ御参集下さいまして厚くお礼申

し上げます。本日の総会の議事日程はお手元に配布してありますと

おり、議案第４４号から議案第４６号、議案第４８号の４件です｡ 

よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます｡ 
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事務局（齊藤） 本日は、２３番 森 田 英里子 委員 

      から欠席の旨通告がありましたので、ご報告いたします。 

出席委員は２３名中２２名で、定足数に達しておりますので、総

会は成立しております。 

          それでは､五戸町農業委員会会議規則により､議長は会長が務める

ことになっておりますので､以降の議事の進行をお願いいたします｡ 

 

議 長（三浦房） これより日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行

います。 

          五戸町農業委員会会議規則第１７条第１項に規定する議事録署名

委員ですが､議長から指名させていただくことに御異議ありません

か｡ 

       

（なしの声) 

 

それでは､  ４ 番 佐々木 克 文  委員 

１３番 三 浦 亮 一  委員 

 

にお願いいたします。 

なお､本日の会議書記には事務局職員の赤坂真弓事務局次長・総務

班長事務取扱と早狩千春主幹を指名いたします｡ 

 

議 長（三浦房） それでは､日程第２業務報告について､事務局より業務報告

の朗読と説明をお願いします｡ 

 

事務局（赤坂） 「業務報告の朗読及び説明｣ 

 

議 長（三浦房） 青森県農業委員会シンポジウムと東北・北海道フォーラム

について、川﨑良巳職代より説明願います。 

 

２番（川﨑良） 報告いたします。８月１８日の青森県農業委員会シンポジウ

ムですけれども、これからの農業委員会活動について話し合いが行

なわれました。農地利用最適化推進委員を置く弘前市農業委員会と

推進委員を置かなくても良い農業委員会として、鶴田町農業委員会

の事例発表があり、これからの新しい制度での農業委員会の準備期

間をどのように進めて行くかという意見等がありました。 
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      また、８月３１日の東北・北海道フォーラムについて、農地利用 

     最適化に向けた農業委員会活動の強化について、全国農業会議事務

局長の講演並びに北海道等の農業委員会の事例発表がありました。 

      以上です。 

 

議 長（三浦房） ただ今の報告について、発言のある方は挙手をお願いいた

します。 

 

（発言なし） 

 

議 長（三浦房） よろしいですか。以上で日程第２の業務報告を終わります｡ 

 

議 長（三浦房） ここで農地調査会､今月担当調査委員は 

 

６ 番 上 山 和 男  調査委員及び 

１４番 豊 川 敏 雄  調査委員です。 

 

調査委員席に着席してください。 

 

議 長（三浦房） それでは、日程第３の議案第４４号「農地法第３条の規定

による許可申請について」を議題に供します。 

 

        事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局（早狩） それでは、議案書の１ページ議案第４４号をご覧ください。 

      今月の農地法第３条許可申請は１議案４件です。 

      １番から３番は売買による所有権移転に関する件、４番は贈与に

よる所有権移転に関する件であります。１番から４番までは、別添

調査書にありますとおり、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件のすべてを満たすと考えます。ともに経営規模 

     拡大と農業経営の安定を図るものであり機械、労働力、技術、地域

との関係など見ても問題なく、農業委員会が定める別段の面積も超

えていることから、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

      参考までに売買価格をお知らせいたします。１番の売買価格は●

●●●●●円、１０アール当たりにしますと約●●●●●●円、２ 

     番目の売買価格は●●●●●●円、１０アール当たりにしますと約
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●●●●●●円、３番目の売買価格は●●●●●●円、１０アール

当たりにしますと約●●●●●●円となっております。 

      以上です。 

 

議 長（三浦房） ただ今の説明に関連して、担当調査委員を代表して上山和

男調査委員から現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたしま

す。 

 

上山調査委員  農地法第３条の許可申請に係る現地調査の結果を報告いたし

ます。 

      総会提出議案書の１ページ議案第４４号と参考資料の１ページを

御覧ください。 

      ９月５日に、三浦会長と豊川敏雄委員及び事務局職員２名で現地

調査を行いました。 

      １番の農地は、譲渡人は北海道札幌市に在住しており、農地を耕

作することが出来ないことから、今まで譲受人に農地の管理を頼ん

でいたため、譲り渡すものであります。また、譲受人も自分の田ん

ぼと隣接しており、耕作しやすいため、譲り受けるものであります。 

     

      ２番の農地は、隣接している譲受人に売買するものであります。

譲受人の農地に道路が無く、この農地を買うことにより、作業効率

を図るためのものであります。 

 

      ３番の農地は、譲渡人は高齢になり、今後耕作することが無理な

ため、農業委員会へ相談をしており、また、譲受人も農地を探して

いたところ、農業委員会からこの農地の紹介を受け二人で話し合い 

     売買するものであります。 

      なお、譲受人はこの農地を買い受け、にんにくと長芋を作付する

ものであります。 

 

      ４番の農地は、譲渡人は高齢者で耕作が無理なことから、後継者

である息子に贈与するものであります。なお、譲受人も今まで同様 

     耕作して行くそうです。 

      以上で調査の結果の説明を終わります。 
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議 長（三浦房） ここで議題に入る前に暫時休憩いたします。 

 

         「暫時休憩」 

 

議 長（三浦房） ただ今から休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議 長（三浦房） ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。 

         質疑ありませんか。 

 

         （質問・意見なし） 

 

議 長（三浦房） よろしいですか。 

         それでは採決いたします。 

      議案第４４号について、原案のとおり決定する事に賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議 長（三浦房）全員賛成ですので、議案第４４号は原案のとおり決定いたし

ました。 

      また、調査委員の方々ご説明ありがとうございました。指定席に

お戻りください。 

 

議 長（三浦房） 次に､日程第３の議案第４５号「農地法第３条第２項第５号

の規定に基づく別段面積の設定について」を議題に供します｡ 

 

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局（赤坂） それでは、議案書の４ページ議案第４５号をご覧ください。 

      農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定について審 

     議を求めるものでございます。 

      設定区域は五戸町全域、別段面積は３０アール、設定理由は、五

戸町では、全農地に対する耕作放棄地が相当程度存在し、５０アー

ル未満の農家数が増加しても周辺の地域における農地又は採草放牧

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れが
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ないと見こまれる。別段面積を３０アールに設定することにより、

農地の有効利用を図る観点から耕作意欲のある者や新規就農者等の

参入を促進し、耕作放棄地解消と発生の未然防止に資するため設定

するものであります。以上です。 

 

議 長（三浦房） ただいまの議案第４５号について発言のある方は挙手をお

願いします。 

 

        （質問・意見なし） 

 

議 長（三浦房） よろしいですか。それでは採決いたします。 

      議案第４５号について、原案のとおり決定する事に賛成の方は挙手

をお願いします。 

 

        （全員挙手） 

 

議 長（三浦房） 全員賛成ですので、議案第４５号は原案のとおり決定いた

しました。 

 

議 長（三浦房） 次に日程第３議案第４６号農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による「農用地利用集積計画の決定について」を

議題に供します。  

 

議 長（三浦房） 議案第４６号について、事務局より議案の朗読と説明をお 

      願いします。 

 

事務局（黒沢）議案書の５ページ議案第４６号をご覧ください。 

       五戸町長より五農林第２５０号平成２８年８月２５日付けで、

農用地利用集積計画の決定を求められています。１議案１件です。

面積は９,５８８平方メートルです。 

       農地の所在は、大字倉石中市字寺久保３９、畑、面積は９,５８

８平方メートルで、３年間の賃貸借で賃借料は１０アール当たり

●●●●●●円となっております。 

       以上の計画要請の内容は、経営面積、従事日数など、農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま

す。 
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議 長（三浦房） 説明が終わりました。 

         議案第４６号これより質疑に入ります。 

         質疑ありませんか。 

 

         （質問・意見なし） 

 

議 長（三浦房） よろしいですか。 

         それでは、採決いたします。 

         議案第４６号について、原案のとおり決定する事に賛成の 

      方は挙手をお願いします。 

 

         （全員挙手） 

 

議 長（三浦房） 全員賛成ですので、議案第４６号は原案のとおり決定いた 

      しました。 

 

議 長（三浦房）  次に、日程第３の議案第４８号「荒廃農地調査に伴う農地・ 

      非農地の判断について」を議題に供します。 

 

議 長（三浦房） 議案第４８号について、事務局より議案の朗読と説明をお 

      願いします。 

 

事務局（赤坂）  それでは、議案書の６ページ議案第４８号をご覧下さい。 

         荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について、でござい

ます。 

         今年度の農地パトロールの結果、農地法の運用について第４ 

の（３）に定める農地に該当し、再生利用が困難と見込まれる荒

廃農地について、農地法第２条第１項の農地に該当しない非農地

として決定を求めるものでございます。 

       全部で２８筆、６７,０２５平方メートルです。以上です。 

 

議 長（三浦房） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり 

ませんか。 

 

１２番（鳥谷部孝）４番は場所的にはどこですか。１町３反歩と面積が大きい 

      ですが。 
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事務局（赤坂）  ４番は、大字豊間内字岩ノ脇沢４１－３で、参考資料の２ 

３ページをご覧下さい。場所的には山頂にあたります。周りも山

林に囲まれているところです。 

 

会 長（三浦房） ここはですね、所有者の●●●さんは長芋が高い時に時分 

の山林をブルドーザで押し畑にしたそうです。また、畑にしたけ

れども思ったより地質が悪くて収量があがらなかったそうです。

農地調査パトロール時に合って聞いたら、今後耕作出来るところ

でもないので、農業委員会にまかせるそうです。また、ここは何

年も農地パトロールしているところであり、なお、周辺は自分の

山林となっております。 

 

３番（中川原隆） 参考資料の２４ページをご覧下さい。写真が載っています 

ので、２４ページを参照していただければ、最初に言った山林に

囲まれた農地で、今、会長が言ったとおり、前は長芋を作付して

若いころは耕作していたが、今は年もとって耕作出来なくなった

ということで、そらしている状態でございます。さらに、山林に

囲まれておりますので、あまり生産性が上がらない畑と見て来た

訳であります。なお、所有者は農業経営を縮小しており貸したい

という事もありますが、なかなか相手が見つからない状態であり

ます。基盤整備しても将来は難しいでしょうということで、Ｂ分

類になったものです。以上です。 

 

議 長（三浦房） その他質疑ありませんか。 

         

（質問・意見なし） 

 

議 長（三浦房） よろしいですか。それでは、採決いたします。 

         議案第４８号について、原案のとおり決定する事に賛成の

方は挙手をお願いします。 

 

         （全員挙手）   

 

議 長（三浦房） 全員賛成ですので、議案第４８号は原案のとおり決定いた

しました。 
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議 長（三浦房） 以上で、本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了い

たしました。 

以上を持ちまして、五戸町農業委員会第１０回総会を閉会いたし

ます。 
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五戸町農業委員会会議規則第１７条第１項の規定によりここに署名する。 

 

   平成２８年９月９日 

 

    五戸町農業委員会総会議長   三 浦 房 雄 

 

 

         議事録署名委員   佐々木 克 文 

 

 

         議事録署名委員   三 浦 亮 一 
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